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地域力再生地域力再生地域力再生地域力再生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト支援事業交付金支援事業交付金支援事業交付金支援事業交付金をををを支給支給支給支給しますしますしますします    

 

 京都府では、地域に暮らす人々が、協働して暮らしやすい魅力的な地域にするため、

自分たちで考えて行動する「地域力再生活動」に対して、交付金の支給を行います。 

第２回目の募集を下記のとおり行いますので、事業の詳しい内容などは下記へお

問い合わせください。 

●名  称 京都府地域力再生プロジェクト支援事業交付金 

●対象団体 地域住民が主体的に参画し、地域力再生に取り組む団体（営利を主と

する団体や特定の政治、思想、暴力団などにかかわる団体は対象外です） 

●対象事業 環境保全活動、子育て支援活動、共助型福祉サービス、防災・防犯活動、

地域美化活動、地域産業おこし、地域商業の活性化、農村・都市交流活動、

地域スポーツ振興、地域文化活動、地域行催事、その他特に認める活動 

●交付(補助)率 交付対象事業費の原則３分の１以内 

●交付限度額 ・ソフト事業…２００万円以内 

       ・ハード事業…５００万円以内 

※上記額と合わせて、㈶京都府市町村振興協会から別途３分の１以 

内に相当する額が交付されます。 

●募集期間 第２回募集：８月３１日（金）～９月２８日（金） 

 

◇問合せ先 企画推進課 自治振興係 TEL ６８－０００３ FAX ６３－０６５３ 

郵便局郵便局郵便局郵便局でもでもでもでも証明書証明書証明書証明書をををを交付交付交付交付しますしますしますします    

 

住民票の写しや印鑑登録証明書などを、本庁・各支所の窓口のほか市内６ヵ所の

郵便局でも即日交付しています。取り扱っている郵便局や交付できる証明書は下記

のとおりです。 

●取扱郵便局 ・園部船阪郵便局(園部町船阪) ・埴生郵便局（園部町埴生） 

・神吉郵便局（八木町神吉）  ・吉富郵便局（八木町木原） 

・胡麻郵便局（日吉町胡麻）  ・日吉四ツ谷郵便局(日吉町四ツ谷) 

●受付時間 午前９時～午後５時 ※ただし、土・日・祝日・休日および年末年始  

（１２月２９日～１月３日）を除きます。 

交付できる証明書の種類 申請できる方 手数料 

戸籍全部事項証明書（謄本） 

戸籍個人事項証明書（抄本） 

本人または同一戸籍に記録され

ている方 

４５０円／通 

外国人登録原票記載事項証明書 本人 ３００円／件 

住民票の写し 本人または同一世帯に属する方 ３００円／件 

戸籍の附票の写し 

本人または同一戸籍の附票に記

録されている方 

３００円／通 

印鑑登録証明書 

印鑑登録証を持参した本人 

（印鑑登録証が必ず必要です） 

３００円／枚 

所得証明書 本人 ３００円／通 

（非）課税証明書 本人 ３００円／通 

納税証明書 本人 ３００円／枚 

納税証明書（軽自動車税・車検用） 本人 無 料 

※申請できる方が限られています。本人確認のため、運転免許証や健康保険証、外

国人登録証明書などをご持参ください。 

 

◇問合せ先 市民課 戸籍窓口係 TEL ６８－０００５ 

税務課 市民税係  TEL ６８－０００４ 

「「「「省省省省エエエエネルギーネルギーネルギーネルギー普及普及普及普及のためののためののためののための人材研修人材研修人材研修人材研修」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

地域での省エネルギー推進を目的に「省エネルギー普及のための人材研修」(２日

間)を実施します。詳しいことは、資源エネルギー庁ホームページ「イベント情報」

をご覧ください。（http://www.enecho.meti.go.jp/info/index.htm） 

●日  時 １日目：１１月 ６ 日（火）午前９時３０分～午後４時１０分 

２日目：１１月１２日（月）午前９時３０分～午後３時３０分 

●場  所 ぱるるプラザ京都 

●対  象 自治体、学校および地域などで、すでに省エネルギー・環境活動の普

及を行っている方、あるいは行おうとしている方 

●申込締切 ８月３１日（金） 

 

◇問合せ先 財団法人省エネルギーセンター 省エネ地域活動推進部（柴田・楠本） 

TEL（03）５５４３－３０１３ FAX（03）５５４３－３８８７ 

Eメール region-g@eccj.or.jp 

平成平成平成平成１９１９１９１９年度人権教育講座年度人権教育講座年度人権教育講座年度人権教育講座をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 南丹市教育委員会では、人権に関する学習機会を提供し、市民の人権意識の高揚

を図ることを目的として人権教育講座を開催します。身近に潜む人権問題について、

もう一度学習しませんか。どなたでもご参加いただけます。（申し込み不要） 

●開催日程 ＜第１回＞９月１４日（金）午後７時３０分～９時３０分 

    講師：京都教育大学 教育実践総合センター 特任教授 外川 正明 氏 

演題：「部落史に学ぶ」－新たな見方・考え方に立って－ 

＜第２回＞９月２８日（金）午後７時３０分～９時 

       講師：社会福祉法人 京都太陽の園 常務理事 事務局長 徳川 輝尚 氏 

演題：「尊びあい、助け合う心」－障害のある人の福祉に学ぶ－ 

＜第３回＞１０月１９日（金）午後７時３０分～９時 

       講師：花園大学文学部 教授 八木 晃介 氏 

       演題：「ヒトはなぜ差別するのか」 

＜第４回＞１１月 ９日（金）午後７時３０分～９時 

       講師：NPO法人コリアNGOセンター 事務局長 金 光敏(ｷﾑ・ｸﾞｧﾝﾐﾝ)氏 

       演題：「在日コリアの教育問題」  

●会  場 第１回～第３回：園部公民館大研修室、第４回：日吉町生涯学習センター 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL ６８－００５７ FAX ６３－２８５０ 

平成平成平成平成１９１９１９１９年度人権啓発推進講演会年度人権啓発推進講演会年度人権啓発推進講演会年度人権啓発推進講演会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 南丹市教育委員会および人権教育・啓発推進協議会では、平成１９年度主任人権啓

発推進委員・人権啓発推進委員研修会を兼ねた人権啓発推進講演会を下記の内容で開催

します。人権問題を身近に感じ、研修を深めていただく機会としてぜひご参加ください。 

●開催日程 ＜八木地区＞ 会場：八木文化ホール 

第１回：９月６日（木）『人権とは何か』 

第２回：１０月１１日（木）『心の差別のメカニズムを考える』 

 ＜日吉地区＞ 会場：日吉町生涯学習センター 

      第１回：９月１３日（木）『人権とは何か』 

第２回：１０月１８日(木)『｢寝た子を起こすな｣という考え方について』 

  ＜美山地区＞ 会場：美山文化ホール 

第１回：９月２０日（木）『差別の現実を考える』 

第２回：１０月２５日（木）『同調と傍観を考える』 

＜園部地区＞ 会場：南丹市役所 ２号庁舎 ３０１会議室 

     第１回：１０月４日（木）『人権とは何か』 

第２回：１１月１日(木)『「寝た子を起こすな」という考え方について』 

●講  師 人権教育ファシリテーター（促進者） 加藤 敏明 氏 

●時  間 毎回 午後７時３０分から９時  ●対象 どなたでも参加できます。 

●申し込み 開催日までに社会教育課へお申し込みください。 

      ※主任人権啓発推進委員・人権啓発推進委員は申し込み不要です。 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 TEL ６８－００５７ FAX ６３－２８５０  

学校学校学校学校、、、、社会福祉施設社会福祉施設社会福祉施設社会福祉施設、、、、医療施設医療施設医療施設医療施設もももも開発許可開発許可開発許可開発許可がががが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります    

 

 都市計画法の改正により、平成１９年１１月３０日以降、学校、社会福祉施設、

医療施設の建築を目的とする開発行為なども開発許可などを得ないと開発・建築が

できなくなります。個別の計画については、開発計画地を所管する土木事務所また

は京都府土木建築部建築指導課にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 南丹土木事務所 建築住宅室 TEL（0771）６２－０３６４ 

京都府土木建築部 建築指導課 開発指導係 TEL（075)４１４－５３４７ 

八木支所各問合せ先は、各課・係への直通番号を案内しており、八木町内から電話をかける場合は、市外局番「０７７１」をダイヤルの上、おかけください。なお、八木町

内から八木支所「TEL４２４２４２４２－－－－２３００２３００２３００２３００」に電話をしていただければ、本庁・支所の必要な部署へ転送をしますので、市内通話料金でお問い合わせいただくことができます。 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 


